
 

生徒への校務上の連絡について 

沖縄県立本部高等学校 

本校において、教職員が生徒へスマートフォンその他情報通信機器を用いて、学級運営や部活

動指導等に係る連絡を行う 場合の取扱いは、下記のとおりとします。 

記 

１ 教職員が校務上行う 生徒への連絡について 

 ⑴ 学校の電話を使用するか、ＯＰＥＮアカウント ※１で利用できるチャット等のコミ ュニケーションツ

ール※２を使用します。 

 ⑵ 授業を担当しないため、ＯＰＥＮアカウントで利用できるチャット等のコミ ュニケーションツールを

使用することができない部活動指導員等の者は、原則として学校の電話を使用し、当該電話

を使用することができない場合には、学校長が認めるコミ ュニケーションツールで連絡します。 

※１ 沖縄県教育委員会が県内公立学校教職員と県立学校の児童生徒に配布している Micros o f t 社 及

び Goog le 社の We b サービスを利用できる電子メールアドレス。 

※２ 県立学校内での意思伝達、情報共有を目的に使用される電子メール、チャット、通話、オンライン会議、フ

ァイル共有機能、M icro s o f t  Te a m s、Goog le  Works p a ce 等。 

２ 教職員が生徒へ連絡を行う 場合の遵守事項 

 ⑴ 教職員は、生徒と校務上必要な連絡を行い、私的なやりとりは行いません。 

 ⑵ 教職員から生徒への連絡は、複数の教職員がその連絡内容を共有できる環境で行う ものと

し、教職員が生徒から相談を受けた場合も、個々の事案の内容等に応じ、適切に対応します。 

 ⑶ 生徒及び教職員の健康及び福祉の確保を図るため、生徒に対する校務上の連絡は、緊急時

を除き、原則として月曜日から金曜日の午前８時 3 0 分から午後４時 3 0 分の間で行い、その

やりとりは必要最小限とします。また、公務外として扱われる各種教育活動におかれましても、

私的なやり 取りに関しては２を踏襲します。連絡が行われる時間に関しては弾力的に、上記の

時間外も起こり う ることをお知らせいたします。 

例） 試合時間や活動場所の変更 

例） 午後４時３０分以降に活動している部活動への顧問からの練習案内 など 

 

３ その他 

  本校は、教職員、生徒及び保護者に対し、この取扱いについて、周知するとともに、教職員に対し、

適切な時期に研修を行う 等、校内の服務指導を徹底します。 
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